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(57)【要約】
【課題】ひとつの切開創に複数の処置器具を適用する挿
入器具において、はじめに処置器具を設定した挿入ポー
トから、体腔内の広範囲の術野を無理なくカバーするこ
とのできる医療用処置具の挿入器具を提供すること。
【解決手段】切開創を開いた状態に保持するため、切開
創より挿入され体腔内に位置させる可撓性の体腔側リン
グ１と、該体腔側リング１と対向配置して体表側に位置
させる体表側リング２と、両端部を各々体腔側リング１
及び体表側リング２に接続し体腔内から体表側に位置さ
せる筒状のシート３とを備えてなる開創手段と、該開創
手段の上部に配置して、体外から体腔内への医療用処置
具や内視鏡の挿入口となる複数のポート４２を備えたド
ーム状の湾曲面などに形成されたプレート部材４とによ
り構成し、該プレート部材４は、開創手段に対して円周
方向に回動自在で、かつ、所望の位置で固定可能として
構成した。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　切開創より挿入され体腔内に位置させる可撓性の体腔側リングと、該体腔側リングと対
向配置して体表側に位置させる体表側リングと、両端部を各々体腔側リング及び体表側リ
ングに接続し体腔内から体表側に位置させる筒状のシートとを備え、切開創に挿着して切
開創を開いた状態に保持する開創手段と、
　該開創手段の上部に配置され、体外から体腔内への医療用処置具や内視鏡の挿入口とな
る複数のポートを備えたプレート部材とにより構成し、
　該プレート部材は、開創手段に対して円周方向に回動自在で、かつ、所望の位置で固定
可能に形成したことを特徴とする医療用処置具の挿入器具。
【請求項２】
　前記プレート部材は、前記開創手段の体表側リングと接続され、該体表側リングと摺動
して円周方向に回動する請求項１の医療用処置具の挿入器具。
【請求項３】
　前記体表側リングは、上段に位置する第一のリング部材と、下段に位置する第二のリン
グ部材より構成し、該第一のリング部材と第二のリング部材の間に前記プレート部材を、
該プレート部材が回動可能となるように挟持して形成する請求項１乃至２の医療用処置具
の挿入器具。
【請求項４】
　前記開創手段とプレート部材との間に、両端部を各々開創手段との接続部及びプレート
部材との接続部とした第二の筒状シートを設けて構成し、前記プレート部材が前記第二の
筒状シートのプレート部材との接続部に摺動して円周方向に回動する請求項１の医療用処
置具の挿入器具。
【請求項５】
　前記第二の筒状シートのプレート部材との接続部は、上段に位置する第一のリング部材
と、下段に位置する第二のリング部材より構成し、該第一のリング部材と第二のリング部
材の間に前記プレート部材を、該プレート部材が回動可能となるように挟持して形成する
請求項４の医療用処置具の挿入器具。
【請求項６】
　前記医療用処置具や内視鏡のポートには体腔内の気密を維持するアタッチメント、ある
いは、弁を備える請求項１乃至５のいずれかの医療用処置具の挿入器具。
【請求項７】
　前記プレート部材は、上方側に突起したドーム状の湾曲面として形成される請求項１乃
至６のいずれかの医療用処置具の挿入器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡下外科手術のさいに体腔内に内視鏡や処置具を挿入するためのポート
となる挿入器具に関し、詳しくは、手術中切開創に装着して切開創を開いた状態に保持す
る切開創保持機能を備えた医療用処置具の挿入器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、内視鏡下外科手術では、体表に複数のトロカールを穿設し、該トロカールの各々
に内視鏡や処置器具を挿入して手術が行なわれているが、結腸切除術など一部の手術では
、ひとつの小さな切開創を設け、該切開創に比較的大きな開創器を装着して開創を保持し
つつ、該開創器に取り付けられた複数のポートから内視鏡や処置器具を挿入して手術を行
なう内視鏡下単孔式手術が適用となっている。
　そして、この手術に適用可能な器具としては、対向配置した体表側リング及び可撓性の
体腔内側リングに筒状の弾性部材の両端部を拡張させて固定する、切開創を開いた状態に
保持する保持具本体と、該保持具本体の体表側リングに接合手段を介して着脱自在に取り
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付けられる複数の弁や連通孔を備えた多弁（孔）プレートとからなる切開創保持器具（特
許文献１）や、前記同様に切開創を開いた状態に保持する保持具（外套管等の本体部）の
上リングの表面に、柔軟で屈曲自在な筒状ポートを複数装着してなる医療用処理具の挿入
ポート（特許文献２）などが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２８１６３号公報
【特許文献２】特開２００４－１９５０３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記形態の器具によると、複数の手術創を設けることなく、ひとつの切開創から体腔内
へ内視鏡や複数の処置器具が挿入可能となり、また、切開創への接触面が柔軟なシートと
することで人体への負担を小さくした侵襲性の低い手術が可能となり、また、文献２の器
具によると、ポートが柔軟で屈曲自在であるため挿入される医療用処置具の操作が無理な
く体腔内の広い範囲をカバーすることができる効果が期待できる。
　しかし、例えば、結腸手術など術野が広範囲にわたる手術では、術野の移動に伴い、術
者が位置を変える必要が生じることがあり、また、移動した術野に器具を行き届かせるた
め、無理な状況での操作が必要となり、器具同士が交差するなど干渉して上手く操作でき
ない場合や、無理な体勢での操作から不都合が生じる懸念がある。また、これらを避ける
ため、または、器具が術部に届かない場合には、処置器具を挿入するポートを入れ替える
必要が生じるなど、操作が面倒になる懸念がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、ひとつの切開創から複数の処置器具等を挿入できる挿入器具におい
て、はじめに装着した処置器具の挿入ポートの位置から体腔内の広い範囲を無理なくカバ
ーすることのできる医療用処置具の挿入器具を提供することを課題とした。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の医療用処置具の挿入器具は、切開創より挿入され体腔内に位置させる可撓性の
体腔側リングと、該体腔側リングと対向配置して体表側に位置させる体表側リングと、両
端部を各々体腔側リング及び体表側リングに接続し体腔内から体表側に位置させる筒状の
シートとを備えてなる切開創を開いた状態に保持する開創手段と、該開創手段の上部に配
置して、体外から体腔内への医療用処置具や内視鏡の挿入口となる複数のポートを備えた
プレート部材とにより構成し、該プレート部材は、開創手段に対して円周方向に回動自在
で、かつ、所望の位置で固定可能に形成して構成した。
【０００７】
　また、前記プレート部材は、前記開創手段の体表側リングと接続されてなり、該体表側
リングは、上段に位置する第一のリング部材と、下段に位置する第二のリング部材より構
成し、該第一のリング部材と第二のリング部材の間に前記プレート部材を、該プレート部
材が回動可能となるように挟持して形成し構成した。
【０００８】
　また、前記開創手段とプレート部材との間に、両端部を各々開創手段との接続部及びプ
レート部材との接続部とした第二の筒状シートを設けて形成し、前記プレート部材が前記
第二の筒状シートのプレート部材との接続部に摺動して円周方向に回動する構成とするこ
とが好ましく、この場合には、前記第二の筒状シートのプレート部材との接続部は、上段
に位置する第一のリング部材と、下段に位置する第二のリング部材より構成し、該第一の
リング部材と第二のリング部材の間に前記プレート部材を、該プレート部材が回動可能と
なるように挟持して形成することが好ましい。
【０００９】
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　更に、各部は次の構成とすることが好ましい。
・前記医療用処置具のポートには体腔内の気密を維持するアタッチメント、あるいは、弁
を備える。
・前記プレート部材は、上方側に突起したドーム状の湾曲面として形成する。尚、ドーム
状とは、円球状のみではなく類似する湾曲面を含むものとする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の医療用処置具の挿入器具によると、開創手段に対してプレート部材が回動自在
で、かつ、所望位置で固定することができる作用により、前記の結腸手術など術野が広範
囲にわたる手術のさい、術野の移動に合わせ、プレート部材を該術野へのアプローチに最
適な位置まで回動すると、処置器具の位置が変わり可動域が広がることで、術野の移動に
合わせて術者が立ち位置を変える必要がない。また、術野へのアプローチを適当な位置に
常に設定できることで、無理な位置での操作が避けられ、処置器具同士の干渉も緩和する
ことができ、また、処置器具をはじめに設定した位置のまま入れ替える必要がないことか
ら操作性に優れた使用勝手の良い器具とすることができる。
【００１１】
　また、開創手段とプレート部材との間に第二の筒状シートを設けると、第二の筒状シー
トが開創手段に対して自在に屈曲して角度等を変えられることにより、腹腔内の一層広範
囲に処置器具を適用させることができる。　
　更に、プレート部材を接続する体表側リング、あるいは、第二の筒状シートのプレート
部材との接続部を上下段の２段構造として、中間にプレート部材を配置する構成とすると
、回動自在でかつ所望の位置で固定する機能をもつ器具を容易に製造することができる。
　また、ポート部に弁を備えることにより体腔内にガスを充填しての気腹手術への適用が
可能となる。
　更に、プレート部材を球面状の湾曲形状に形成すると、ポートに処置器具を挿着したさ
いに体表に対して斜め方向に挿入されることになるため、真上からのアプローチに比較し
て操作性を向上させることができ、また、体腔内での処置器具の可動域を広げることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第一の実施の形態を示す構成図。
【図２】前記実施の形態の断面図。
【図３】前記実施の形態の上面図。
【図４】本発明の第二の実施の形態を示す構成図。
【図５】前記実施の形態の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態につき図面を参考にしながら詳細に説明する。
　図１は本発明の第一の実施の形態を示す構成図で、図２はその断面図、図３は上面図を
示している。
　本実施の形態の医療用処置具の挿入器具は、手術のさいに切開創より体腔内に挿入され
る体腔側リング１と該体腔側リング１と対向配置され体表に位置させる体表側リング２と
、前記体腔側リング１と体表側リング２に両端部を接続し、切開創を覆って体腔側から体
表側に位置される筒状シート３より構成され、前記体腔側リング１と体表側リング２によ
り切開創（体壁）を挟持し、筒状シート３により切開創を開いた状態に保持する開創手段
と、該開創手段の体表側リング２に取り付け、体腔内への医療用処置具や内視鏡の挿入口
となる複数の挿入ポート４２を設けたプレート部材４とにより構成される。
【００１４】
　開創手段は、前記の通り、体腔側、体表側両リング１、２及び筒状シート３の張力によ
り小切開創を開いた状態に保持すると共に、創縁への柔軟な筒状シート３の気密的な接触
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により該創縁を保護するもので、体腔側リング１は、押し潰された状態で前記小切開創か
ら体腔内に挿入可能な可撓性、及び、体腔内で元の状態（リング状態）に自然に復元可能
な形状復元性を備えて形成され、本実施の形態では、芯材としてチタン－ニッケル合金な
どの線材よりなる超弾性合金１１をリング状に形成し、該超弾性合金１１に樹脂チューブ
（本例においてはポリウレタンチューブ）よりなる保護チューブ１２を被覆し、更に後記
するシリコーン樹脂よりなる筒状シート３の下側端部３２を一巻きし接着あるいは溶着に
より接続して構成した。
　サイズは手術のさいの切開の大きさにより選択され、切開創より無理なく挿入可能で、
かつ十分な開創状態の得られるサイズのものが選ばれる。尚、本実施の形態においては、
通常の結腸手術の切開創２０～４０ｍｍに適用するものとして、直径７０ｍｍ、リング幅
４ｍｍの円形断面のリングを用いた。
　体表側リング２は、上段側に位置させる第一の体表側リング２１（以下、上段リング）
と、下段側に位置させる第二の体表側リング２２（以下、下段リング）を、後記するプレ
ート部材４の装着部となる隙間２３を備えて２層に形成し、各々が硬質な樹脂（本例にお
いては、ポリアセタール樹脂）により、後記する筒状シート３の上側端部３１をＯリング
５により接続するための該Ｏリングの取り付け部となる凹み溝２１１、２２１を側面周囲
に設けた方形断面のリング形状として形成される。
　サイズは、筒状シート３の接続の利便性から前記体腔側リング１とほぼ同等な大きさに
形成され、本実施の形態においては、上段、下段リング２１、２２ともに、直径７０ｍｍ
、リング幅５ｍｍ、リングの高さ５ｍｍ、上段、下段リング２１、２２の隙間２ｍｍに形
成した。
　筒状シート３は、弾性を有する柔軟な樹脂（本例では、シリコーンゴム）により筒状に
形成されてなり、サイズは、開創維持のための張力（外方（切開創を開く方向）に引っ張
られる力）を発生させるため、前記体腔側リング１、体表側リング２に比較して小さな外
径に設定され、本例においては、直径３５～４０ｍｍ、膜厚０．４ｍｍ、高さ（体腔側リ
ング１と体表側リング２との間隔）６５ｍｍとして形成した。
　そして、前述の通り、筒状シート３の下側端部３１で前記体腔側リング１に僅かに拡張
した状態で被覆し接着、あるいは、溶着により接続され、一方、シート上側端部３２は、
前記体表側リング２の側面周囲を僅かに拡張した状態で被覆し、上端で上段リング２１、
後記するプレート部材４を挟んで下段リング２２を、各々の凹み溝２１１、２２１にＯリ
ング５を取り付けて体表側リング２と筒状シート３を固定して形成した。
【００１５】
　プレート部材４は、硬質な樹脂（本例においては、ポリアセタール樹脂）により、周縁
部４１の体表側リング２との装着部のみを平坦に形成した、全体として器具の上方側に突
起するドーム状の湾曲プレート（湾曲面）として形成し、該湾曲面のプレート部材４表面
には、処理器具等の挿入口となる複数のポート４２を備えて構成するが、本例においては
、中心部（頂部）には内視鏡が挿入可能な１２ｍｍ口径のポート４２１を、頂部と外周囲
のほぼ中間の湾曲面にはラパロ鉗子などの処置器具を挿入するための複数（本例において
は、９０度間隔で４箇所）の５ｍｍ口径のポート４２２を備えて構成した。また、該各々
のポート４２内には、内視鏡や処置器具に密着し愛護的に保持すると共に、体腔内に充填
するガスを気密する弾性を有するゴム材（本例においては、シリコーンゴム）よりなる筒
状のアタッチメント４３を該ポート４２の孔に嵌め込んで形成した。尚、ポート４２内に
挿着するアタッチメントは、クロス弁、ダックビル弁、その他の弾性部材よりなる公知の
弁、あるいは、フラップ弁等の弁とアタッチメント４３の組み合わせたものなどとしても
良い。また、複数のポート４２の数や配置、あるいは、大きさは用途や必要に応じて適当
に設定すれば良い。
【００１６】
　そして、前記開創手段とプレート部材４との接続のため、前記体表側リング２の上段リ
ング２１と、下段リング２２の隙間２３にプレート部材４の周辺部４１が挟持されて装着
されるが、その際、該プレート部材４は上段及び下段リング２１、２２と僅かに隙間（ス
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ペース）を持たせて配置され、該上段及び下段リング２１、２２間でプレート部材４が無
理なく回動自在になるように、かつ、回動を止めた状態では、前記上段及び下段リング２
１、２２や外周囲を被覆する筒状シート３の上端部３１との接触抵抗により所望の位置で
該プレート部材４を留め置くことができるものとして形成される。
　開創手段へのプレート部材４の接続を、前記上段リング２１と、下段リング２２で挟持
する構成としたことにより、前記機能を備えた器具を容易に製造することができることに
加え、上段リング２１、下段リング２２、プレート部材４の外周囲が筒状シート３により
気密されて固定されることで、前記回動が可能となると共に、術中の体腔内の気密を維持
することができる。尚、より確実に体腔内の気密を維持するために、上段リング２１に固
定用のOリング５とは別に、上段リング２１の下部に気密維持用のＯリングを備えるなど
しても良い。
【００１７】
　尚、体表側リング２とプレート部材４の装着手段は特定するものではなく、例えば、２
層の体表側リング２でプレート部材４を挟持して接続するのに、上段リングと下段リング
がネジにより締めこまれる構成のものとするなど、体腔内の気密を維持しつつ、体表側リ
ング２と摺動して回動、任意の位置で回動を留め置くことのできるものであればどのよう
な手段によっても良い。
【００１８】
　図４は本発明の第二の実施の形態を示す構成図で、図５はその断面図を示している。
　本形態は、前記第一の実施の形態の開創手段とプレート部材４との間に、処置器具の体
表に対する角度方向への自由度を高め、体腔内の広範囲の術野をカバー可能とするために
第二の筒状シート６（以下、弾性シート）を設けた器具で、体腔側リング１、筒状シート
３、及び、プレート部材４は前記第一の実施の形態と同様なものを同様に使用すれば良い
ため説明を省略する。
【００１９】
　本形態の弾性シート６は、開創手段の筒状シート３と同様に弾性を有する柔軟な樹脂（
本例では、シリコーンゴム）により筒状に形成されてなり、サイズも外径及び膜厚は開創
手段に用いる筒状シートと同様で良く、高さは、本例においては、３０ｍｍとして形成し
た。
　そして、該弾性シート６の上側端部６１は、プレート部材４との接続のため、前記第一
の実施の形態の体表側リング２と同様に形成されたプレート接続リング７にＯリング５を
用いて、前記第一の実施の形態と同様な手段で接続される。詳しくは、プレート接続リン
グ７は、上段に位置する上側リング７１と下段に位置する下側リング７２の２層構造とし
、該上側リング７１と下側リング７２との隙間７３にプレート部材４の周縁部４１を挟持
して、プレート接続リング７及びプレート部材４の周縁部４１の外周囲全体を、弾性シー
ト６の上側端部６１を拡張して覆って取り付け、上側リング７１、及び、下側リング７２
に備える凹み溝にＯリング５を取り付けて固定して接続した。尚、プレート部材４は、上
側及び下側リング７１、７２と僅かに隙間（余裕）を持たせて配置され、該上側及び下側
リング７１、７２間でプレート部材４が回動自在になるように、かつ、回動を止めた状態
では、前記上側及び下側リング７１、７２や弾性シート６の上端部６１との接触抵抗によ
り所望の位置で留め置くことができるものとして形成される。
　一方、下側端部６２は、開創手段の体表側リング２５への接続手段として、本例におい
ては、開創手段接続リング８を備え、該リング８の外周囲に下側端部６２を拡張して覆い
Ｏリング５で固定しており、体表側リング２５との接続は、Ｏリング５により筒状シート
３の上側端部３１に接続された体表側リング２５にネジ部（本例では、雄ネジ）を備え、
一方、開創手段接続リング８に該ネジ部に適合するネジ部（本例では、雌ネジ）を備え、
体表側リング２５と開創手段接続リング８をネジ部で接続することにより一体化させ形成
した。尚、本例では、体表側リング２５と開創手段接続リング８を分離可能なように別部
材として形成したが、分離を想定しない場合は一体のものとして形成しても良い。
【００２０】
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　本形態の器具によれば、開創手段とプレート部材４の間に設けた弾性シート６の自在な
屈曲により、処置器具を大きく動かすことができることで、体腔内での処理器具の適用範
囲が大きくなり、操作性も良好とすることができる。
【符号の説明】
【００２１】
　１．　　体腔側リング
　１１．　超弾性合金
　１２．　保護チューブ
　２．　　体表側リング
　２１．　上段リング
　２２．　下段リング
　２３．　隙間
　２５．　体表側リング（ネジ付き）
　３．　　筒状シート
　３１．　上側端部
　３２．　下側端部
　４．　　湾曲プレート
　４１．　プレート周縁部
　４２．　ポート
　４２１．１２ｍｍポート
　４２２．５ｍｍポート
　４３．　アタッチメント　
　５．　　Ｏリング
　６．　　弾性シート
　６１．　上側端部
　６２．　下側端部
　７．　　プレート接続リング
　７１．　上側リング
　７２．　下側リング
　７３．　隙間
　８．　　体表側リング接続リング　
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